
件名 令和 3 年度 第 1 回 
福井市障がい者自立支援協議会 
地域移行・地域定着部会 報告書 

作成日 令和 3 年 5 月 21 日 
作成者  

日時 令和 3 年 5 月 18 日（火） 14:00 ～ 15:00 会場 福井市きらら館 
出欠者  
報告事項 
協議事項 

１． 開会 
２． 報告内容 

(1)福井市障がい者自立支援協議会及び地域移行・地域定着部会について 
(2)全体会の報告について 

３． 協議内容 
（1） 令和 3 年度の取組について 

４． 閉会 
 

結論 ２．報告内容 
(1) 福井市障がい者自立支援協議会及び地域移行・地域定着部会について 
 新たに部会委員となった方々や一般の方々に対して、地域移行・地域定着支援部会でどの
ような取り組みをしているのかホームページの QR コードを載せています。 
３．協議内容 
(1)令和 3 年度の取組について 
 各ワーキンググループにて具体的な取り組みの進め方について協議して頂き、各々のワー
キンググループに部会長、地区相談員はオブザーバ的な立ち位置で参加する。ワーキンググ
ループ毎の打ち合わせも日程が合う場合参加するので連絡してほしい。 

各ワーキンググループで打ち合わせのため別途会場を抑えたい場合、市からの申請で会場
費が減免できる可能性があるので打ち合わせの日程が決まった場合は、事務局へ相談頂く。 

以降の部会は各グループから進捗報告をしてもらい、必要があれば相談や依頼等を行う場
とする。次回の 8 月開催予定の第 2 回部会案内をメールにて連絡する際、各ワーキンググル
ープメンバーの 1 人から進捗状況を確認できる簡単な資料を提出していただき、事務局から
部会員に配布させて頂く。 

ワーキンググループメンバー間で連絡先を交換していただいたが、もし他のワーキンググ
ループの部会員等に連絡を取りたい場合は、市から連絡先等を伝えることを部会員に了承い
ただいた。 

欠席部会員には事務局から第１回目の打ち合わせ日程などを連絡する。 
 

協議内容 ２．報告内容  
(１) 福井市障がい者自立支援協議会及び地域移行・地域定着部会について 

※事務局員より説明。 資料 1-1、1-2、1-3 に基づく。 
部会で設定した 5 つの検討課題とその進捗についての報告。 
令和 3 年度は下記の 2 点について協議。 

① 障がい者の地域移行に向けての地域住民への理解促進。 
② 障がい者の地域移行に向けた意識の向上、社会貢献の機会の増進。 



(２) 全体会の報告について ※部会長より説明。 資料なし。 
相談ミーティングにて解決できない課題や苦情等を課題提起シートに記載して、協議して頂
くことが可能となった。 
〇居宅生活支援部会…新型コロナウィルスの感染拡大予防のための情報共有。 
〇子ども部会…特別支援学校等、児童の支援を学校、サービス事業所間がどのようにして連

携して支援していくとよいか研修会を令和 3 年度から実施していく。子育てファイル福井
っ子の活用の仕方について、子ども部会と福井県が話し合っていく。また、福祉サービス
事業所による児童虐待防止研修を外部の方に依頼していく予定。 

〇就労部会…就労支援ガイドブックをより見やすいように更新。就労移行支援・A 型・B 型
事業所のミーティングを開催している。 

〇相談支援事業者連絡会…4 つのブランチグループに分かれて協議したり、GSV を行ってい
る。就労支援事業所と共に合同事例検討会の開催、聴覚障害児の実態、虐待、医療的ケア
児、難病等のワークショップ開催を進めている。 

〇福井市社会福祉協議会…令和 3 年度より福井市地域福祉活動計画にて地域の人と人とのつ
ながりを維持・向上していくことを目的として、他の機関との協力を図っていきたい。 

 
３．協議内容 
(1)令和 3 年度の取組について ※事務局員より説明。 資料２に基づく。 
 4 つのワーキンググループに分かれて具体的にどのように取り組んでいくのかを説明。 
＜質問 1＞ 

地域移行・定着の対象者は支給決定を基に判断するのか、それとも入院から退院する方等
幅広い部分で含めるのか。⇒基本は支給決定を受けている方だが、幅は広げて対象とする。 

 
令和 3 年
度第 2 回 
部会 

令和 3 年 8 月開催予定。場所未定のため、決まり次第、連絡。 

 


